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保育所・認定こども園等入所申込 /韮崎市ファミリーサポートセンター

■
募
集
案
内
の
配
布

　
11
月
１
日
（
木
）
か
ら

■
配
布
場
所　
福
祉
課
、
市
内
各

保
育
所
、
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
（
月
曜
日
休
館
）

■
受
付
期
間

　

11
月
12
日（
月
）～
22
日（
木
）の

平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
こ
の
期
間
を
経
過
し
て
の
提
出

は
、
一
次
選
考
の
対
象
外
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
甲
府
市
内
の
施
設
へ
の
入
所
申

込
は
、
11
月
12
日（
月
）ま
で
、

南
ア
ル
プ
ス
市
内
の
施
設
へ
の

入
所
申
込
は
11
月
14
日（
水
）ま

で
に
必
ず
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
受
付
場
所

　
福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当

■
留
意
事
項

・
４
月
か
ら
の
転
園
お
よ
び
認
定

変
更
（
教
育
→
保
育
）
を
希
望

さ
れ
る
場
合
も
、
今
回
の
受
付

期
間
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
市
外
の
施
設
等
を
利
用
希
望
の

方
や
２
０
１
９
年
度
内
に
育
児

休
業
か
ら
復
帰
す
る
方
も
、
同

日
程
に
て
受
付
を
し
ま
す
。

・
育
児
休
業
か
ら
の
復
帰
以
外
の

　
理
由
で
の
５
月
以
降
の
中
途
入

　
所
の
希
望
は
、
入
所
希
望
月
２

　
ヶ
月
前
の
初
日
か
ら
申
込
を
受

　
け
付
け
ま
す
。

・
市
内
保
育
施
設
で
は
見
学
が
可

　
能
で
す
。
事
前
に
希
望
の
施
設

　
に
ご
連
絡
の
う
え
、
保
育
の
様

　
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
結
果
通
知
は
２
０
１
９
年
１
月

　
頃
を
目
安
に
送
付
し
ま
す
。

・
毎
年
一
次
選
考
の
受
付
期
間
内

に
申
し
込
み
を
さ
れ
た
児
童
は
、

す
べ
て
の
児
童
が
入
所
で
き
て

い
ま
す
が
、
一
次
受
付
以
降
に

入
所
を
希
望
す
る
未
満
児
の
中

に
は
、
他
に
入
所
可
能
な
保
育

■
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当　

　
（
内
線
１
７
３
～
１
７
５
・

１
７
９
）

所
が
あ
っ
て
も
、
定
員
に
達
し

た
特
定
の
保
育
所
を
希
望
し
、

入
所
を
待
つ
児
童
が
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
入
所
待
ち
の
場
合

は
、
国
で
定
義
す
る
「
待
機
児

童
」
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
の

で
、
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
待

機
児
童
は
お
り
ま
せ
ん
。

　
働
く
子
育
て
世
代
の
皆
さ
ん
へ

２
０
１
９
年
度

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等
入
所
申
込

◆
入
所
説
明
会

　

入
所
説
明
会
で
は
、
応
募
に

つ
い
て
の
説
明
と
市
内
民
間
保

育
所
等
か
ら
施
設
の
紹
介
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

11
月
７
日
（
水
）
10
時
か
ら

■
場
所

 

ニ
コ
リ
３
階
多
目
的
ホ
ー
ル

■
参
加
施
設　

社
会
福
祉
法
人

す
み
れ
福
祉
会
す
み
れ
韮

崎
保
育
園
、
学
校
法
人
山
梨

英
和
学
院
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
山
梨
英
和
ダ
グ

ラ
ス
こ
ど
も
園

　ファミリーサポートは、市内在住の３ヶ月から
小学校６年生までの子どもを対象に、地域におい
て子育てのお手伝いをしたい方と手助けをしてほ
しい方が会員となり、お互いに助け合うシステム
です。利用の際には、事前に登録が必要です。入
会説明会を開催しますので、お気軽にご参加くだ
さい。
■日時　11月14日（水）
　　　　10時30分～11時30分
■場所　市民交流センターニコリ2階　
　　　　韮崎市子育て支援センターにら★ちび2
■問い合わせ
　韮崎市ファミリーサポートセンター事務局
　（韮崎市子育て支援センター内）☎23-7676
※入会受付は随時行っておりますので、ご希望
の方はお問い合わせください。

　市では、市民の代表の方々からなる総合計画審議
会や総合計画策定チーム韮崎などからご意見をいた
だき、本市の目指す将来像を実現するための「韮崎
市第7次総合計画（案）」を作成しましたので、そ
の内容を公表します。市民の皆さんのご意見をお寄
せください。
■閲覧場所　市役所１階情報公開コーナー、市役所
　３階総合政策課、市ホームページ
■閲覧期間　11月12日（月）～11月26日（月）
　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く
■意見の提出方法　意見の要旨およびその理由と、
住所、氏名、連絡先を明記のうえ、郵送、FAX、
メール、持参のいずれかの方法
■意見の受付期限　11月26日（月）
　　　　　　　　　※郵送は当日消印有効
■問い合わせ・送付先
　総合政策課 政策推進担当（内線356）
　seisaku@city.nirasaki.lg.jp

韮崎市第７次総合計画（案）
　　　にご意見をお寄せください

あなたのまちの子育て応援団

「韮崎市ファミリーサポートセンター」
がお手伝いします


